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国家知識産権局、2021 年 1 月～ 11 月特許データ統計
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国家知識産権局、2021 年 1 月～ 11 月商標データ統計

特  許

商  標

国家知識産権局　より
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商  標

国家知識産権局　より

国家知識産権局が「商標の一般的な違法判断の基準」を公布、2022 年 1 月 1 日から施行

12 月 16 日、国家知識産権局は「商標の一般的な違法判断の基準」（以下、「基準」という）を公布し、

2022 年 1 月 1 日から施行する。

「基準」は合計 35 条であり、現行の商標の法律、法規及び部門規章に規定されている 9 種類の商標管

理秩序に違反する違法行為について細分化した規定を行った。即ち、次の通りである。

（1）登録商標を使用しなければならないが使用していない場合

（2）商標として使用してはならない標章・表示を使用した場合

（3）商業活動において「馳名商標」の文字を使用した場合

（4）商標の被許諾者が法によりその名称と商品の原産地を明記していない場合

（5）登録商標、登録者の名義、住所又はその他の登録事項を自ら改変した場合

（6）未登録商標を登録商標と偽って使用した場合

（7）団体商標、証明商標の管理義務を履行していない場合

（8）商標印刷製作管理義務を履行していない場合

（9）悪意ある商標の登録出願など

国家知識産権局　より
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知的財産権

今年第 1 ～ 3 四半期の中国の知的財産権使用料の輸出入額はおよそ 2800 億元

国家知識産権局から記者が得た情報によると、2021 年 1 ～ 3 四半期の中国の知的財産権使用料の輸出入

額は 2800 億元近くにのぼり、そのうち、輸出額は急速に増加し、増加幅は 27% を超えており、中国の知

的財産権の価値及び国際競争力の向上を十分に示している。

先ごろ世界知的所有権機関が発表した「2021 年グローバル・イノベーション・インデックス報告書」に

おける中国のランキングは 12 位へと浮上し、再び最高記録を塗り替え、中所得経済圏のトップをキープ

しており、世界で最も進歩の速い国の 1つである。

また、2021 年 1 月から 10 月までの全国の特許、商標質権設定の融資登記金額は 2,407. 7 億元に達し、

前年同期比 50.6% 増となっており、昨年通年の総額を上回った。

人民日報　より


